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　しが県民芸術創造館が草津市に移管され、草津市立 草津クレアホール
として開館しました。
　開館を記念して、くさつ市民創作ミュージカル“KAM2014”により、
「くさつ花めぐり」が公演されました。
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●審議された主な議案 ………………………２ページ
　11月定例会で審議された主な議案をお知らせします。
●議案審議結果 ………………………………２ページ
　議案等の審議結果を議員ごとにまとめました。
●市政について問う …………………………６ページ
　質疑・一般質問では16人の議員が質問を行いました。
●委員会の報告 ………………………………１0ページ
　所管事務調査・先進地視察についてお知らせします。
●議会基本条例の制定 ……………………１1ページ
　条例の概要についてまとめました。
●議会基本条例早わかりＱ＆Ａ ………１2ページ
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